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消
費
税
の
確
定
申
告
で
は
、消

費
税
額
な
ど
を
税
率
ご
と
に
計
算

す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、税
率
ご

と
に
区
分
し
て
経
理
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。詳
し
い
情
報
は
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
特
設
サ
イ
ト

「
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
に
つ

い
て
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

佐
沼
税
務
署
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て
も
ら
う
た
め
、自
治
総
合
セ
ン

タ
ー
の
宝
く
じ
社
会
貢
献
広
報
事

業
の
助
成
を
受
け
、幼
年
消
防
用

鼓
笛
隊
セ
ッ
ト
を
購
入
し
ま
し

た
。鼓
笛
隊
セ
ッ
ト
は
９
月
５
日

に
米
山
東
幼
稚
園
に
交
付
さ
れ
、

各
種
イ
ベ
ン
ト
や
防
火
思
想
の
普

及
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

消
防
本
部
予
防
課

（
予
防
建
築
係
）
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次
の
期
間
で
三
陸
自
動
車
道
が

夜
間
通
行
止
め
に
な
り
ま
す
。予

定
よ
り
早
く
通
行
止
め
が
解
除
に

な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

月
２
日（
月
）、３
日（
火
）

午
後
９
時
〜
翌
朝
６
時

（
悪
天
候
を
除
く
）

※
迂
回
路
は
、国
道
45
号
な
ど
を

利
用
し
、緊
急
車
両
は
現
地
の
誘

導
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い

※
通
行
止
め
の
情
報
は
、仙
台
河

川
国
道
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す

国
土
交
通
省
仙
台

河
川
国
道
事
務
所

▼
三
陸
道
維
持
出
張
所

❶
鳴
瀬

奥
松
島
Ｉ
Ｃ
〜
石
巻
河
南
Ｉ
Ｃ

（
上
線
）／
10
月
23
日（
水
）〜
26
日

（
土
）❷
河
北
Ｉ
Ｃ
〜
桃
生
津
山
Ｉ

Ｃ
／
10
月
28
日（
月
）〜
11
月
９
日

（
土
）❸
桃
生
津
山
Ｉ
Ｃ
〜
登
米
Ｉ

Ｃ
／
11
月
11
日（
月
）〜
30
日（
土
）

❹
桃
生
津
山
Ｉ
Ｃ
〜
三
滝
堂
Ｉ
Ｃ

／
11
月
11
日（
月
）、12
日（
火
）❺

三
滝
堂
Ｉ
Ｃ
〜
志
津
川
Ｉ
Ｃ
／
12

月
２
日（
月
）〜
14
日（
土
）❻
三
滝

堂
Ｉ
Ｃ
〜
南
三
陸
海
岸
Ｉ
Ｃ
／
12

　　

ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
労
働
者
を

１
人
で
も
雇
っ
て
い
る
事
業
主
は
、

労
災
保
険（
労
災
保
険
・雇
用
保
険
）

に
加
入
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。加

入
手
続
き
な
ど
、詳
細
は
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
瀬
峰
労
働
基
準
監
督
署
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▼
迫
公
共
職
業
安
定
所
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登
米
市
男
女
共
同
参
画
推
進
条

例
に
基
づ
き
、平
成
30
年
度
の
男
女

共
同
参
画
の
施
策
に
関
す
る
推
進

状
況
等
を
公
表
し
ま
す
。各
総
合
支

所
の
窓
口
に
、推
進
状
況
報
告
書
を

設
置
し
ま
す
の
で
、ご
覧
く
だ
さ

い
。市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲

載
し
て
い
ま
す
。企

画
部
市
民
協
働

課（
市
民
活
動
支
援
係
）
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消
防
本
部
は
、幼
年
期
か
ら
防

火
の
正
し
い
知
識
を
身
に
付
け

登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています。
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▼
道
路
管
理
第
一
課
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11
月
５
日
か
ら
住
民
票
と
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
旧
姓（
旧
氏
）

を
記
載
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。各
種
契
約
の
際
に
旧
姓
を
証

明
で
き
、就
職
・
転
職
な
ど
の
場
合

は
、旧
姓
で
本
人
確
認
で
き
ま
す
。

住
民
票
に
記
載
す
る
こ
と
で
、旧

姓
の
実
印
も
登
録
で
き
ま
す
。詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
市
民
生
活
部
市
民
生
活
課（
戸

籍
係
）
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▼
各
総
合
支
所
市
民
課

　

市
は
、女
川
原
子
力
発
電
所
で

事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、

県
お
よ
び
関
係
市
町
が
合
同
で
原

子
力
防
災
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

11
月
13
日（
水
）午
前
９
時

〜
正
午

▼
広
報
訓
練
❶

防
災
行
政
無
線
、広
報
車
で
の
広

報（
豊
里
地
区
）❷
緊
急
速
報
メ
ー

ル
の
配
信（
市
内
全
域
）▼
屋
内
退

避
、避
難
訓
練（
豊
里
地
区
対
象
）

❶
自
宅
な
ど
へ
の
屋
内
退
避
❷
避

難
車
両
の
放
射
線
量
測
定
検
査

（
迫
川
防
災
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）❸
避

難
住
民
受
け
入
れ（
避
難
所
＝
南

方
武
道
伝
承
館
）総

務
部
防
災
課

（
防
災
危
機
対
策
係
）
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今
年
の
１
月
１
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保

険
料
は
、所
得
税
お
よ
び
住
民
税

の
申
告
に
お
い
て
全
額
が
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
で
す
。社
会
保

険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

の
添
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。こ
の
た
め
、１
月
１
日
か
ら
９

月
30
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
人
に
は「
社
会

保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除

証
明
書
」が
11
月
上
旬
に
日
本
年

金
機
構
本
部
か
ら
送
付
さ
れ
ま

す
。年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際

に
は
、必
ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は

領
収
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、10
月
１
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
今
年
初
め
て
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
人
に

は
、令
和
２
年
２
月
上
旬
に
送
付

さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

な
お
、ご
家
族
の
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
場
合
も
、本
人

の
社
会
保
険
料
控
除
に
加
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
、ご
家
族
宛

て
に
送
付
さ
れ
た
控
除
証
明
書
を

添
付
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
古
川
年
金
事
務
所
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▼
市
民
生
活
部
国
保
年
金
課（
年

金
医
療
係
）
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